
新型コロナウイルス流行から 半年が過ぎ、生活は どのように かわりましたか？

「出掛けなくなり 足が弱った」 「人と会わなくなり  物忘れが ふえた」

「コロナで 気がめいる」 「そろそろ 集まりたいけど 不安」という声も聞かれます。

今こそ、介護予防が必要です！！ 再開し始めた 『通いの場』について お伝えします！
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６５歳以上の 相談所　新篠津村地域包括支援センター
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コロナに負けずに介護予防！

村の『通いの場』の状況

◎例年どおり活動(予定)

・下の句かるた (10月～)  ・菊花同好会 (文化祭に向けて)

・つくし会カラオケ部 (11月～) ・銘木同好会 (文化祭に向けて)

・囲碁同好会 (11月大会)

◎６月から再開

・第一長生クラブ (例会・外行事) ・絵画絵手紙サークル (見学可)

・第４老人クラブ (例会・外行事) ・しんしのつ花くらぶ

・いきいきクラブ ・俳句会

・フラダンス

◎７月から再開

・パークゴルフ協会 (村外の大会中止)

・大正琴 『あやめ会』 ・洋裁サークル

◎８月から再開予定

・世代交流『和』 (午前のみ) ・いきいき楽友 (午前のみ)

◎９月から再開予定

・ゆうあいの会

◎９月まで休止

・老人クラブ連合会 ・中央老人クラブ ・こつこつサークル

・第３老人クラブ ・ふれあい学園 ・民謡、三弦教室 『白河軍映会』

◎再開にむけて検討

・介護教室 ・カラオケ健康交流会 ・健康づくりスポーツ教室

◎活動休止中・再開未定

・第二好悠会 ・日本舞踊 『志賀城会』 ・写真同好会

・第５楽友会 ・民謡 『涛新会』 ・詩吟同好会

・ボランティア連絡協議会

活動を再開した『いきいきクラブ』に お邪魔しました！

Ｑ いつから 活動を再開しているの？

自治センターが 使えるようになった ６月中旬から。

Ｑ 何人くらい 参加しているの？

現在は、５～10名位と 以前にくらべて すこし少なめです。

Ｑ どんな活動をしているの？

毎週火曜の13：30から 自治センターで 百歳体操を しています。

Ｑ どんな工夫をしているの？

窓やドアを あけて イスを離して おこなっています。

熱中症予防のために しっかり水分を とるように しています。

休憩を１回から ２回に ふやしました。

Ｑ 再開してみて いかがですか？

「身体を もどすのは ゆるくない」 7月14日 の 様子

「迷ったが きてみて よかった」

「一人暮らしなので

皆の顔が みれてよかった」

「自粛中も 運動していたので

体調は かわらなかった」

「久しぶりにきて

身体が かるくなった」



活動再開に 向けて 感染予防 ５つのポイント！

１．体調を 確認する

体調が悪いとき、風邪ぎみのときは 休みましょう

２．会話するときは マスクをつける

せき・くしゃみをするときは、鼻と口を おおいましょう

3．距離を 保とう

互いに手を伸ばして届く(２m)以上 あけましょう

４．こまめに 手を あらおう

水と 石けんで ていねいに！

５．こまめに 換気 しよう

１時間に ２回以上 数分間の 換気を しましょう

2m

◎ 運動するとき…

・マスクをつけて 運動する時は、無理せず 早めに 休憩しましょう。

・外で 十分な距離(２m以上)が とれる時は、マスクを 外しましょう。

・熱中症予防のため、こまめに 水分補給や 室温調整を しましょう。

◎ 食べたり飲んだりするとき…

・横並びになるなど、対面をさけて 座りましょう。

・料理は 一人ひとりわけて、菓子は 個包装されたものを えらびましょう。

・食器や箸などは 使いすてにするか、しっかりと 洗剤で あらいましょう。

消毒… 皆が ふれる所(テーブル・いす・手すり・ドアノブ・レバーなど)は 念入りに。

アルコールや 塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム0.05%)が 有効です。

名簿作成… 万が一の 感染にそなえ、参加者の名簿(名前・連絡先)を つくりましょう。

コロナウイルスの感染予防には、外出を控えることが 効果的です。

しかし、外出を控えることで 身体を動かしたり 人と話す機会が へり

足が弱って転倒する人や 認知症を心配される人が ふえてきました。

要介護状態の予防と、今後予想される 第３波・第４波に備え 免疫力を

つけるためにも、外にでやすい 夏の間に しっかり感染予防を行い

介護予防に とりくめると よいのではないでしょうか？

① 『通いの場』活動に関する 相談を 受け付けています！

「今までと 同じように活動しても 大丈夫？」「コロナも 熱中症も 心配 」など

通いの場活動に 不安をお持ちの方は、地域包括 58-3363 又は 役場住民課

在宅支援係 57-2111 又は 社会福祉協議会 58-3335 まで お気軽に お問い

合わせください。

② 『通いの場』へ 介護予防のスペシャリストを 派遣します！

月３回以上 活動している(してみたい)『通いの場』に、介護予防のスペシャリ

ストを派遣。介護予防に関する情報提供、簡単な体操、認知機能の向上などの

お手伝いを させていただきます。

「今の暮らしを 続けたい」「人数少ないんだけど」「ちょっと 話しだけ 聞い

てみたい」という方は、役場住民課 高齢者介護係 57-2111 まで お気軽に

お問い合わせください。

感染予防と 介護予防の 両立に 頭を悩ませている方も 多いのではないでしょうか？

心も身体も 元気に すごせるよう 無理なくできる方法を 一緒に考えましょう！
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